
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

しらかみ終活相談所連絡先とアクセス 

 

能代駅前相談所 相談日：月・水・金曜日 10:00~15:00 

   ※第 2、第 4 水曜日は定休日です。 

住所 〒016-0831 秋田県能代市元町 3-11 

    能代市民プラザ 2 階 

電話・ファックス 

TEL:0185-74-6461 FAX:050-3730-2788 

Mail: syukatsu@as-ebisuya.com 

ホームページ 

https://as-ebisuya.com 

 

 

 

 

ホームページには、さらに詳しい説明や図を掲載しています。 

〈ご挨拶〉 

当相談所では、成年後見に加え福祉型信託の信託スキーム組成を承ってお

ります。また、当相談所の活動にご賛同いただける皆さまからの作業協力

やご支援、各業界の皆さまには業務提携などのご協力をお願いする予定で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

しらかみ終活相談所 

終活に関する悩み事や相談事を受け付けます。 

手続きに関する書類作成もお任せください。 

さまざまな終活相談を受け付けています 

 

 

 
親なきあと 

 
任意後見人引受 

  

  

 

 

遺言書作成 

改葬・墓じまい 保険見直し 相続対策 

空き家対策 エンディング N 作成支援 

成年後見受託と福祉型信託支援 

 

NPO 法人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈エンディングノート作成支援〉：このノートは、死後に役立つばか 

りではなく、認知症になった場合など生前にも家族の助けに 

なります。作成を支援しますので、ぜひ作成してください。 

〈保険見直し〉：終活での保険見直しは、新規加入ではなく既加入の 

 保険料負担軽減、保障内容と受取人の変更などが主になりま 

 す。保険証券をお持ちいただければ、アドバイスいたします。 

〈相続対策〉：人の死によって家族・縁者のいがみ合いが始まった。 

ということをよく聞きます。いわゆる“争族”です。意外にも 

遺産の少ない家族・縁者の争いがほとんどのようです。理由を 

お伝えしながら相続対策のポイントをアドバイスいたします。 

〈遺言書作成〉：いったん相続が始まると、遺言書が大きな力を持ち 

 ます。そのため遺言書には厳格に書式が定められています。 

規定どおりに作成されていない場合は、無効になるときも 

ありますので、ぜひ一度ご相談ください。 

 

〈空き家・空き地対策〉：施設入所、死後など、ご自宅が空き家になる 

ケースがあります。空き家、家財などの処分や整理は、当相談所 

で引き受けています。 

〈改葬・墓じまい〉：“改葬”や“墓じまい”の可能性がある方は、どの 

ような手順で、どんな書類が必要なのか、およその費用も含め 

て、ご案内いたします。作業の仲立ちもいたします。 

〈遺言書作成〉：いったん相続が始まると、遺言書が大きな力を持ち 

◎ファイナンシャルプランナー 

藏本 光喜（くらもと こうき） 

 

日本 FP 協会秋田支部所属｜相続対策、保険見直し、 

老後生活資金対策、福祉型信託、改葬・墓じまい 

ほか FP として各種相談に応じています。  

◎行政書士 

戎屋 鉱希（えびすや こうき） 

（一社）コスモス成年後見サポートセンター 

秋田県支部所属｜成年後見人、生前契約、 

遺言書、相続関係、許認可申請等お任せください。  

〈相談員〉 

〈福祉型信託〉：「親なきあと」問題、高齢者の 8050 問題解決のために 

民事信託の中でも「福祉型信託」と呼ばれる信託の契約手続き 

一切をお引き受けしています。なお、当相談所は「親なきあと」 

相談室（本部：東京）に登録されています。 

 

〈任意後見人〉：健康への不安は年々高まっていきます。徐々に体力 

が衰え病院や施設、家族の世話になることも出てくるでしょ 

う。当相談所では健康なうちに将来の体調不良、認知症など 

に備えて、「任意後見人」を引き受けています。 

 

── ご相談をお待ちしています ── 

 

 
インフォメーション New 


